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提案理由 

 

この案を提出するのは、子ども・子育て支援法が公布されたことに伴い、

保育所、幼稚園その他の施設及び特定地域型保育を利用する者の利用者負

担額等に関し必要な事項を定めるため、本条例を定める必要があるからで

ある。 

 

 



北名古屋市子どものための教育・保育に係る利用者負担額等に関す

る条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用に関し利用者が負担する費用等について必要な事項を定め

るものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴ 支給認定子ども 法第２０条第４項に規定する支給認定子どもをい

う。 

⑵ 保育必要量 法第２０条第３項に規定する保育必要量をいう。  

⑶ 支給認定保護者 法第２０条第４項に規定する支給認定保護者をい

う。 

⑷ 特定教育・保育施設 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育

施設をいう。 

⑸ 特定地域型保育 法第２９条第１項に規定する特定地域型保育をい

う。 

（利用者負担額） 

第３条 法第２７条第３項第２号、法第２８条第２項各号、法第２９条第

３項第２号、法第３０条第２項各号及び法附則第９条第１項各号に規定

する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して

市長が定める額（以下「利用者負担額」という。）は、それぞれ当該規

定の政令で定める額を限度として、規則で定める。  

 （利用者負担額の通知） 

第４条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を

支給認定保護者又は民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条に規定

する扶養義務者（以下「支給認定保護者等」という。）及びその利用者



負担額の支払を受ける特定教育・保育施設の設置者若しくは事業者又は

特定地域型保育事業者に通知するものとする。  

 （利用者負担額の徴収） 

第５条 市長は、市立保育所（北名古屋市保育所条例（平成１８年北名古

屋市条例第９９号）第３条に規定する保育所をいう。以下同じ。）にお

いて保育を受けた子どもの支給認定保護者等から、保育料として利用者

負担額を徴収する。 

２ 市長は、法附則第６条第４項の規定により、私立保育所（都道府県及

び市町村以外の者が設置する保育所をいう。）において保育を受けた子

どもの支給認定保護者等から、保育料として利用者負担額を徴収する。 

３ 支給認定保護者等は、市長が規則で定める日（以下「納付期限」とい

う。）までに前２項に規定する保育料を納付しなければならない。 

４ 市長は、支給認定保護者等が納付期限までに保育料を納付しなかった

場合は、当該保育料の納付期限の翌日から当該保育料が納付された日ま

での期間の日数に応じ、当該保育料の額に年１４．６パーセント（当該

納付期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して

徴収するものとする。 

５ 延滞金の計算の基礎となる保育料の額に１，０００円未満の端数があ

るときはその端数金額を、その保育料の額が２，０００円未満であると

きはその全額を切り捨てる。 

６ 延滞金の額に１００円未満の端数があるときはその端数を、その額

が１，０００円未満であるときはその全額を切り捨てる。 

７ 市長は、支給認定保護者等が保育料を納付期限までに納付しなかっ

たことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、前項に規

定する延滞金額の全部又は一部を免除することができる。 

 （延長保育料の徴収） 

第６条 市長は、市立保育所において別に定めるところにより実施する延

長保育を受けた子どもの支給認定保護者等から、延長保育料を徴収す

る。 



２ 延長保育料の額は、規則で定める額とする。 

３ 支給認定保護者等は、市長が規則で定める日までに前項に規定する延

長保育料を納付しなければならない。 

 （特別延長保育料の徴収） 

第７条 市長は、市立保育所において別に定めるところにより実施する特

別延長保育を受けた子どもの支給認定保護者等から、特別延長保育料を

徴収する。 

２ 特別延長保育料の額は、規則で定める額とする。 

３ 支給認定保護者等は、市長が規則で定める日までに前項に規定する特

別延長保育料を納付しなければならない。 

 （一時保育料の徴収） 

第８条 市長は、市立保育所において別に定めるところにより実施する一

時保育を受けた子どもの扶養義務者から、一時保育料を徴収する。 

２ 一時保育料の額は、規則で定める額とする。 

３ 扶養義務者は、市長が規則で定める日までに前項に規定する一時保育

料を納付しなければならない。 

（利用者負担額等の減免） 

第９条 市長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額、延長

保育料、特別延長保育料及び一時保育料を減額し、又は免除することが

できる。 

（委任）  

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （延滞金に係る割合の特例） 

２ 第５条第４項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年

の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの



割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３パ

ーセントの割合に満たない場合には、その年（以下この項において「特

例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセントの

割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．

３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合に

あっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．

３パーセントの割合）とする。  


